
（様式－１）

（平成２９年４月１日現在）

　　　　 都市整備局都市づくり政策部

《事務処理フロー図の説明》

２１　日 項番 項　目 説　　　明

　

事務名　　国土利用計画法／土地売買等届出(事後届出)

財
務
局

5 決定手続
関係機関協議後、届出が適正か不適正か
を決定します。

6 通　　知
不適正であれば助言又は勧告を行いま
す。

2
区市町村から

送付

形式審査が終了した届出書及び意見があ
る場合は区市町村長の意見書を処理機関
である都市整備局へ送付します。

区
市
町
村
長

3 実質審査
提出された届出書の内容を審査します。
〔国土利用計画法東京都事務処理要綱（事後
届出）〕

4 関係機関協議
土地利用目的について関係局部と協議し
ます。

事　　　務　　　処　　　理　　　フ　　　ロ　　　ー　　　図

作成部署　　都市計画課土地調整担当　　電話　３０－２５３・２５４

《事務処理フロー図》

届
出
人

標準処理期間　　計

1
形式審査

（区市町村）
提出された届出書に記載漏れがないか、
添付図書がそろっているか審査をします。

関係機関 
協議 
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口
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（意見がある場合） 
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